
仕様書


この仕様書は、契約書の各条項に基づき、派遣先大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課（以下「派遣先」という。）が派遣労働者に従事させる業務の大要について定めたものである。

１　業務名　
　　大阪府介護福祉分野における介護テクノロジー導入補助事業審査等業務における労働者派遣業務（単価契約）
　
２　契約期間　契約締結日から令和９年３月３１日まで

[bookmark: _Hlk199240465]３　派遣期間　①令和８年７月27日から令和９年３月31日まで
　　　　　　　②令和８年８月１日から令和９年３月31日まで

[bookmark: _Hlk197621722]４　就業時間（原則）
　　　　　　平日　午前９時15分から午後５時まで（休憩時間は45分）
　　　　　　　　　※休憩時間は、就業時間に含まない。
　　　　　　　　　※休憩時間は、原則午後０時15分から午後１時までとする。
　　　　　　　　　　（ただし、業務の都合により変動あり。）
　　　　　　　　　※午後５時以降の業務は実施しない。

[bookmark: _Hlk199240737]５　予定業務量
[bookmark: _Hlk199240412]　　①（問い合わせ対応・審査リーダー）２人×７時間×163日＝2,282時間…別紙１のとおり
　　②（審査スタッフ）３人×７時間×158日＝3,318時間…別紙１のとおり
　

[bookmark: _Hlk199240760]６　業務内容及び必要な人員等
[bookmark: _Hlk199240448]①　介護テクノロジー導入補助事業審査等業務（問い合わせ対応・審査リーダー）
※７月中は主に介護事業所等からの問い合わせの対応・内容整理を担当。
８月からは主に審査業務を担当し、派遣先指示命令者の指示のもと、スタッフ間の連携調整
を行う。
なお、７月中は問い合わせ対応業務単価、８月以降はリーダー業務単価を適用する。
【令和８年７月27日から７月31日までの業務内容】
・介護事業所等からの問い合わせの対応・内容整理
・申請に係るデータ、書類の整理・確認
・Excel及びWord等を使用する際のデータ入力・計算・統計（SUM程度・集計分析）
・その他上記業務に関連する派遣先の指示する業務


【令和８年８月１日から令和９年3月31日までの業務内容】
・「②介護テクノロジー導入補助事業審査等業務（審査スタッフ）」の業務全般
・スタッフに事業内容や審査業務を周知・指導
・スタッフからの意見等の集約、調整及びとりまとめ
・業務の進捗状況、業務の改善点や、問題点等の派遣先への報告
・派遣元との連絡調整
・スタッフの出退勤状況の確認及び派遣先への共有

［人員］
２人（原則として、派遣期間中においては、業務継続性確保の観点から、可能な限り同一人
員により対応とすること。やむを得ない場合は協議のうえ変更可能とする。）

［要件］
・電話による問い合わせ業務等の経験を有する者又は相当程度の能力を有する者
・派遣先の指示を的確に把握する理解力や判断力を有する者
・日本語による業務遂行に支障がない者
・書類審査等業務の経験を有する者
・就業場所において勤務する上で、必要なマナー、接遇等の知識・能力を身につけている者
・派遣先の指示を的確に把握する理解力や判断力を有する者
・交付申請書類及び実績報告書類の審査業務の進捗状況を適切に把握し、管理できる能力を有する者
・上記リーダーとして、スタッフに対して事業内容や審査業務の適切な周知・指導ができる者
・業務の遂行にあたり、円滑なコミュニケーションを図れる者
・パソコンによるWebブラウザの操作、端末入力操作、Windows及びWord、Excelなどの基本操作ができる者
　
②　介護テクノロジー導入補助事業審査等業務（審査スタッフ）
・介護事業所等からの問い合わせの対応
・介護事業所等からの申請書類等及び実績報告書類等の受付
・申請書及び実績報告書、添付書類の整理
・介護事業所等からの提出書類の不備のチェック
・申請書及び実績報告書の内容、不備書類について、介護事業所等への連絡
・交付申請書類及び実績報告書類の審査業務
　※なお、審査に係る最終判断及び決裁は派遣先職員が行う
・Excel及びWord等を使用する際のデータ入力、演算、統計（SUM程度・集計分析）
・付随する資料作成等業務
・書類の整理等
・その他上記業務に関連する派遣先の指示する業務

［人員］
3人（原則として、派遣期間中においては、業務継続性確保の観点から、可能な限り同一
人員による対応とすること。やむを得ない場合は協議のうえ変更可能とする。）

［要件］
・書類審査等業務の経験を有する者
・電話による問い合わせ業務等の経験を有する者又は相当程度の能力を有する者
・派遣先の指示を的確に把握する理解力や判断力を有する者
・日本語による業務遂行に支障がない者
・就業場所において勤務する上で、必要なマナー、接遇等の知識・能力を身につけている者
・交付申請書類及び実績報告書類の審査業務の進捗状況を適切に把握し、管理できる能力を有する者
・業務の遂行にあたり、リーダー及びスタッフ間での円滑なコミュニケーションを図れる者
・パソコンによるWebブラウザの操作、端末入力操作、Windows及びWord、Excelなどの基本操作ができる者

７　就業場所
　　　大阪市中央区大手前二丁目　大阪府庁別館
　　　大阪府福祉部高齢介護室　執務室内

８　派遣先責任者及び指揮命令者
　　　派遣先責任者　大阪府　介護事業者課　整備調整グループ　課長補佐　
　　　派遣先指揮命令者　　大阪府　介護事業者課　整備調整グループ　主査又は主事

[bookmark: _Hlk199240786]９　その他
1 派遣元は、本派遣業務を遂行するにあたり、派遣労働者ごとにメール（ドメイン指定なし）を使用できるパソコンを用意すること。なお、パソコンは別紙２の仕様を満たすものとし、通信環境（Wi-Fi）においては、派遣先で用意するものを使用すること。また、業務完了後は、データをすべて消去し、派遣先に書面にて報告すること。機器の発送に伴う経費は、入札金額に含めるものとし、別途請求は認められない。
2 派遣元は、労働派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号）（以下「労働者派遣法」という。）第５条第１項に規定する労働者派遣事業の許可を受けている者であること。
3 派遣元は、次のアからエまでのうちいずれかに該当する者であること。
ア 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマークを付与されている者
イ 一般社団法人日本個人情報管理協会からJAPiCOマークを付与されている者
ウ 一般社団法人JAPHICマーク認証機構から認定された審査機関よりJAPHICマークを付与
されている者
エ 公的な認定機関より認定された認証機関により、ISO/IEC27001(2022)又は
JISQ27001(2023)若しくは(2025)に適合するとして認証された者（本件業務を実施す
る事業所が認証された者に限る。)
4 派遣元は、本業務を行うにあたり、同一労働同一賃金をはじめ労働者派遣法等必要とされる関係法令について遵守すること。
5 派遣元は、必要があれば派遣労働者への労務管理上の面談・フォローを行い、派遣先に報告するとともに、必要があれば派遣先と協議すること。
6 派遣元は、業務中に仕様書等に定めのない不測の事態が発生した場合は、必ず派遣先に報告し、その指示に従うこと。
7 派遣元は、本派遣業務を遂行するにあたり業務の停滞などを招かないよう適切な処置を講じること。特に、派遣労働者間でのトラブルに対しては、派遣元が責任をもって対処すること。
8 派遣元は、派遣期間中に派遣労働者の変更を行う場合は、止むを得ない範囲で必要最小限に止めるとともに、休暇等に伴い業務に支障を来さないよう適切な処置を講じること。なお、原則として止むを得ず派遣労働者を変更する場合については、派遣元は派遣先に対して１か月前までに変更日・変更後の派遣労働者名等を通知すること。
9 派遣職員が派遣先の指揮命令に従わない場合又は派遣先において、業務遂行に著しい支障があると合理的に認められる場合は、派遣先と派遣元で協議のうえ、派遣元は当該派遣労働者に対して是正を求めなければならない。また、当該派遣労働者が是正しないとき、又は是正される見込みがないと認めるときは、派遣先から派遣元に対して書面により当該派遣労働者の変更を求めることができる。派遣元は、派遣先から当該派遣労働者の変更を求められた場合は、速やかに当該派遣労働者を変更しなければならない。
10 派遣労働者が年次有給休暇を取得する場合は、業務に支障のない範囲で取得すること。（可能な限り、取得時期が事前にわかるように留意すること。）
11 派遣元及び派遣労働者は就業場所（派遣先職場）における安全管理の他、事故及び災害の未然防止についても積極的に協力すること。
2

